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長野県からのお知らせです 

 
 
 

「賞味期限」と「消費期限」 
 

Ｑ 「賞味期限」と「消費期限」はどこが違うの？ 

Ａ どちらも安全に、おいしく食品を食べられる期限を表した

言葉です。 

「賞味期限」は、決められた方法で保管しておけば、そ

の食品をおいしく食べられる期限を表す言葉です。 

「消費期限」は、食べられる期間が短く（５日間ぐらい）、

傷みやすい食品（弁当、調理パン、食肉など）に用

いられる言葉です。 

なお、それぞれの期限の設定は、食品を製造等した事業者が科学

的・合理的な根拠に基づいて行っています。 
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